
教育委員会定例会日程

平成２６年１月２３日 

１ 開 会 

２ 前回会議録の承認 

３ 会議録署名委員の決定

４ 議事

 日程第１

  議案第１号

   平成２６年度学校教育の基本方針及び取組の重点について  （教育指導課）

日程第２

報告第１号

事務の臨時代理の報告（学校教育法施行細則の一部を改正する規則）につい

て                           （教育総務課）

５ 報告事項

（１）塔ノ峰青少年の家の廃止について【非公開】     （資料１ 青少年課）

６ 協議事項 

（１）平成２６年度予算について【非公開】

（資料２ 教育部・文化部・子ども青少年部）

（２）平成２５年度３月補正予算について【非公開】

（資料３ 教育総務課・生涯学習課）

（３）小田原市学校施設整備基本計画について【非公開】 （資料４ 教育総務課）

７ 議事 

日程第３ 

  議案第２号

小田原市社会教育委員条例の一部を改正する条例について【非公開】

                               （生涯学習課）

日程第４ 

  議案第３号

小田原市附属機関設置条例の一部を改正する条例について【非公開】

（生涯学習課） 

８ その他

９ 閉 会 



議案第１号

平成２６年度 学校教育の基本方針及び取組の重点について

平成２６年度 学校教育の基本方針及び取組の重点について、議決を求める。

 平成２６年１月２３日提出 

小田原市教育委員会 

教育長 栢沼 行雄 



１ 確 か な 学 力 の 向 上

社 会 を生 き抜 く力 の養 成

小田原ならではの教育スタイルの確立

平成２６年度 学校教育の基本方針及び取組の重点

学 ぶ 力

基 本 方 針 

めざす子どもの姿

基 本 目 標 
３
つ
の
心
と
３
つ
の
力
を
持
っ
た

未
来
を
拓
く
た
く
ま
し
い
子
ど
も

３つの心 ３つの力

目的意識を持って主体的に

学習に取り組み、基礎的・

基本的な知識や技能を習得

し、問題を解決していく力

教育 環境 の整備 ・改 善 ・充 実

３つの心と３つの力を持った未来を拓くたくましい子ども

広 い 心温かい心 燃える心

人としての優

しさ、愛情、

真心、命を大

切にする心な

ど

思いやり、寛容

な心、人の役に

立とうとする

心など

困難を乗り越

え、何事にも挑

戦する強い心

など

関わる力
自分の周りの人や自然などのあらゆる事象に興味・関心を持ち、意

欲的な関わりを通して、それらを理解し、共生していこうとする力

創 る 力
習得した力を基に、考え

たり表現したりする活動を

通して、実生活などの場で、

活用・探究していく力 

２ 豊 か な 心 の 育 成

３ 健 や か な 体 の 育 成

４ 幼児教育（就学前教育）の推進

５ これからの社会に対応した教育の推進

６ 様々な教育的ニーズに対応した教育の推進

７ 未来へつながる学校づくりの推進

８ 教職員の資質の向上とよりよい教育体制の確立

９ 教 育 環 境 の 改 善 ・ 充 実

10 教育的効果を高める教育行政の推進

小田原市教育委員会は、“小田原市教育都市宣言”及び“学習指導要領”の趣旨や目的

を踏まえて策定した“小田原市学校教育振興基本計画”に基づき、子どもの夢と希望を

はぐくむ教育を推進します。そして、子ども、保護者、地域の方々、教職員のそれぞれ

の願いを大切にしながら、「命を守る教育のまち」「地域ぐるみの教育のまち」「市民から

信頼される教育のまち」をめざしていきます。

そのために、学校、家庭、地域がそれぞれの役割を明確にし、お互いが支えあい協働

しながら魅力ある学校づくりを展開することを通して、３つの心と３つの力をもった「未

来を拓くたくましい子ども」を育てていきます。



※ 各学校は、上記の重点のうち、★の取組（特にゴシック文字で示すもの）を、学校評価の共通評価項目として設定します。 

OJTによる人材育成や研修のあり方、校内研究の充実を見直すことなどにより、教職員が使命感と情熱を持って、
互いに学び合い、高め合い、それぞれの資質、指導力の向上に努めます。

学校における安全指導・安全管理の徹底を図るとともに、家庭・地域との密接な連携のも

とに、子どもの安全・安心の確保の一層の推進を図ります。（防災・防犯・交通安全教育）

★郷土の偉人、自然、歴史・文化などと関わり学ぶことを通して、郷土を愛し、大切にする

気持ちを持つとともに、小田原や学区、学校に誇りを持つ子どもの育成をめざします。

子ども一人一人の幸せと成長を願い、学校・家庭・地域が一体となった地域一体教育と幼稚園・保育所・小学

校・中学校が一体となった幼保・小・中一体教育の連動を図り、『未来へつながる学校づくり』を推進します。 

・ 各校に配置された、学校と保護者や地域の方を結ぶコーディネーターと連携して、教育活動全般にわたって、

さらなるスクールボランティア活動の充実を図ります。

・ 就学前教育から義務教育終了までを見通して、それぞれの教育目標をふまえた、関連性・連続性のある教育活

動を展開することにより、生涯学習の基礎・基本を培っていきます。

★生涯にわたり、主体的に運動に取り組み、体力の向上を図るとともに、生活リズムを整え、自ら「食」

と関わり、自らの健康を適切に管理・改善できる子どもの育成をめざします。

健 や か な 体 の 育 成体

豊かな心の育成徳 

教育活動全体を通して、「自らを律しつつ、他者と

ともに協調し、他者を思いやる心」、「生命や人権を尊

重する心」、「感動する心」、「挑戦する心」など豊かな

心をはぐくむ教育をめざします。

★ 子どもの心の安定と規範意識の向上を図るため

に、保護者や地域の方とともに、「おだわらっ子

の約束」を実行していきます。

 ・子どもの感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊

かなものにするために、読書活動を推進します。

地域一体教育 と幼保・小・中一体教育 の推進

教職員の資質・指導力の向上

★さまざまな課題をもつ子ども一人一人への適切かつ柔軟な指導の充実をめざします。保護

者との連携 を図っていくとともに、交流及び共同学習を推進していきます。

コミュニケーション能力の向上
相手の考えや思いをしっかりと受けとめ、自分の考えや思いを積極的に表現するなどして、

コミュニケーション能力（関わる力）を発揮できる子どもの育成をめざします。

★好ましい人間関係づくりに努め、子ども一人一人の居場所づくり・絆づくりの充実を図り

ます。不登校への対応やいじめをはじめとする問題行動の解消への取組を一層推進します。

取 組 の 重 点 

郷土を愛し、大切にする学習の充実

支 援 教 育 の 充 実

きめ細やかな児童・生徒指導の推進

子どもの安全・安心の確保

「基礎的な知識・技能」「思考力・判断力・表現力等」

「学習意欲」などの確かな学力の向上をめざします。

  ★ 「わかる授業」「考え表現する授業」を充実させるため

に、積極的な授業公開・授業研究や多面的な授業評価等

を行っていきます。 

・ 基礎的・基本的な知識・技能の習得と思考力・判断力・

表現力等の育成のバランスを重視し、さらなる指導方法

の工夫・改善に取り組みます。 

確かな学力の向上知

愛情と情熱  実践的指導力  教養と専門性  向上心  豊かな人間性 を兼ね備えた教職員

め ざ す 姿



報告第１号

事務の臨時代理の報告（学校教育法施行細則の一部を改正する規則）について

小田原市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則（平成１０年小田原 

市教育委員会規則第４号）第４条第１項の規定により、別紙のとおり臨時代理した 

ので、同条第２項の規定により、これを報告する。 

  平成２６年１月２３日提出 

小田原市教育委員会 

教育長 栢沼 行雄 
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   学校教育法施行細則の一部を改正する規則 

 学校教育法施行細則（昭和３０年小田原市教育委員会規則第３号）の一部を次のように改正する。 

改  正  後 改  正  前 

（定義） 

第３条 この細則で、次の各号に掲げる用語の

意義は、当該各号の定めるところによる。 

(1)～(3) （略） 

(4) 認定特別支援学校就学者 施行令第５条

第１項に規定する「認定特別支援学校就学

者」をいう。 

(5) 視覚障害者等 施行令第５条第１項に規

定する「視覚障害者等」をいう。 

(6) （略） 

(7) （略） 

（入学期日等の通知及び学校の指定） 

第５条 就学予定者のうち、認定特別支援学校

就学者以外の者についてのその保護者に対す

るその入学期日についての通知及びその就学

すべき市立の小学校又は中学校についての指

定は、就学通知書（様式第２号）をもってす

る。 

２・３ （略） 

第６条 前条の規定は、新たに学齢簿に記載さ

れた児童生徒等（認定特別支援学校就学者及

び市立の小学校又は中学校に在学するものを

除く。）、学齢児童及び学齢生徒のうち認定

特別支援学校就学者以外の者で市立の小学校

又は中学校以外の小学校又は中学校に在学し

その全課程を修了する前に退学したもの並び

（定義） 

第３条 この細則で、次の各号に掲げる用語の

意義は、当該各号の定めるところによる。 

(1)～(3) （略） 

(4) 視覚障害者等 施行令第５条第１項に規

定する「視覚障害者」、「聴覚障害者」、

「知的障害者」、「肢体不自由者」及び

「病弱者」をいう。 

(5) （略） 

(6) （略） 

（入学期日等の通知及び学校の指定） 

第５条 就学予定者のうち、視覚障害者等以外

の者についてのその保護者に対するその入学

期日についての通知及びその就学すべき市立

の小学校又は中学校についての指定は、就学

通知書（様式第２号）をもってする。 

２・３ （略） 

第６条 前条の規定は、新たに学齢簿に記載さ

れた児童生徒等（視覚障害者等及び市立の小

学校又は中学校に在学するものを除く。）、

学齢児童及び学齢生徒のうち視覚障害者等以

外の者で市立の小学校又は中学校以外の小学

校又は中学校に在学しその全課程を修了する

前に退学したもの並びに市立の小学校又は中
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に市立の小学校又は中学校の新設、廃止等に

よりその就学させるべき小学校又は中学校を

変更する必要を生じた児童生徒等についての

その保護者に対する入学期日の通知及び就学

すべき市立の小学校又は中学校の指定につい

て、準用する。 

（区域外就学等） 

第９条 児童生徒等を市立の小学校又は中学校

以外の小学校又は中学校に就学させることに

ついての届出は、区域外就学等届（様式第６

号）をもってしなければならない。 

第１０条 他の市町村に住所の存する児童生徒

等を市立の小学校又は中学校へ就学させよう

とすることについての願い出は、区域外就学

願（様式第７号）をもってしなければならな

い。 

２ 他の市町村に住所の存する児童生徒等の市

立の小学校又は中学校への就学の承諾を与え

たときは、区域外就学承諾書（様式第８号）

を交付するとともに、当該児童生徒等を就学

させるべき市立の小学校又は中学校の校長に

対し、当該児童生徒等の氏名及び就学期間を

区域外就学通知書（様式第９号）をもって通

知する。 

（学齢児童及び学齢生徒の中途退学） 

第１１条 市立の小学校又は中学校に在学する

学齢児童及び学齢生徒を小学校又は中学校の

全課程を修了する前に退学させようとすると

きは、その保護者は、当該学校の校長に対し

退学届（様式第１０号）をもって届け出なけ

学校の新設、廃止等によりその就学させるべ

き小学校又は中学校を変更する必要を生じた

児童生徒等についてのその保護者に対する入

学期日の通知及び就学すべき市立の小学校又

は中学校の指定について、準用する。 

（区域外就学等） 

第９条 児童生徒等のうち視覚障害者等以外の

者を市立の小学校又は中学校以外の小学校又

は中学校に就学させることについての届出は、

区域外就学等届（様式第６号）をもってしな

ければならない。 

第１０条 他の市町村に住所の存する児童生徒

等のうち視覚障害者等以外の者を市立の小学

校又は中学校へ就学させようとすることにつ

いての願い出は、区域外就学願（様式第７

号）をもってしなければならない。 

２ 他の市町村に住所の存する児童生徒等のう

ち視覚障害者等以外の者の市立の小学校又は

中学校への就学の承諾を与えたときは、区域

外就学承諾書（様式第８号）を交付するとと

もに、当該児童生徒等を就学させるべき市立

の小学校又は中学校の校長に対し、当該児童

生徒等の氏名及び就学期間を区域外就学通知

書（様式第９号）をもって通知する。 

（学齢児童及び学齢生徒の中途退学） 

第１１条 市立の小学校又は中学校に在学する

学齢児童及び学齢生徒のうち視覚障害者等以

外の者を小学校又は中学校の全課程を修了す

る前に退学させようとするときは、その保護

者は、当該学校の校長に対し退学届（様式第
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ればならない。 

第１２条 学齢児童及び学齢生徒で市立の小学

校又は中学校以外の小学校又は中学校に在学

するものが、小学校又は中学校の全課程を修

了する前に退学したことについての通知は、

退学通知書（様式第１１号）をもってしなけ

ればならない。 

１０号）をもって届け出なければならない。

第１２条 学齢児童及び学齢生徒のうち視覚障

害者等以外の者で市立の小学校又は中学校以

外の小学校又は中学校に在学するものが、小

学校又は中学校の全課程を修了する前に退学

したことについての通知は、退学通知書（様

式第１１号）をもってしなければならない。

附 則

 この規則は、公布の日から施行する。 
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学校教育法施行細則の一部を改正する規則 

 ［改正理由］ 

   学校教育法施行令の一部改正に伴う所要の整備を行うため改正する。 

 ［内  容］ 

   学校教育法施行令が一部改正され、視覚障害者等の就学に関する手続が変更され

たことに伴う所要の規定の整備を行うこととする。（第３条、第５条、第６条及び

第９条～第１２条関係） 

 ［適  用］ 

   公布の日 















































































議案第２号

   小田原市社会教育委員条例の一部を改正する条例について 

小田原市社会教育委員条例の一部を改正する条例について、次のとおり申出するもの

とする。

 平成２６年１月２３日提出 

小田原市教育委員会 

教育長 栢沼 行雄 







議案第３号

   小田原市附属機関設置条例の一部を改正する条例について 

小田原市附属機関設置条例の一部を改正する条例について、次のとおり申出するもの

とする。

 平成２６年１月２３日提出 

小田原市教育委員会 

教育長 栢沼 行雄 




